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詞
の
場
合
は
「
主
」
で
あ
る
。
神
意
を
示
す
意
で
は
「
示
」
で
あ
る
。
二
字
の
分

化
は
ほ
ぼ
戰
國
期
に
完
成
し
た
。「
禾
・
年
」
は
、
稲
な
ど
の
作
物
を
表
す
字
が
、

収
穫
・
み
の
り
の
意
に
も
使
わ
れ
、
聲
符
「
人
」
を
追
加
し
て
區
別
し
た
。「
帚
・

婦
」
は
、
箒
を
象
っ
た
字
形
で
あ
り
、
掃
除
す
る
意
と
、
婦
人
の
意
の
二
語
を
表

す
。
ま
た
「
歸
（
と
つ
ぐ
）」
と
い
う
語
も
表
す
。「
畢
・
禽
」
の
卜
辭
は
、
狩
獵

用
の
網
を
象
る
。
そ
の
名
詞
の
場
合
に
、
田
獵
の
意
の
「
田
」
が
加
え
ら
れ
た
字

形
が
「
畢
」
で
あ
り
、
後
に
「
終
わ
る
・
盡
す
」
の
意
に
假
借
さ
れ
た
。
聲
符
の

「
今
」
が
加
わ
っ
た
の
が
「
禽
」
字
で
、
字
形
の
下
部
は
訛
變
し
た
。
獲
物
を
捕

ら
え
る
意
の
動
詞
で
あ
り
、
ま
た
狩
り
の
獲
物
と
な
る
動
物
・
鳥
類
の
意
に
も
な

る
。結

論
と
し
て
、
轉
注
と
は
、

A
語
を
記
錄
す
る
表
意
字
を
轉
じ
て
B
語
を
記
錄
す
る
表
意
字
と
す
る
こ
と
で

あ
る
。
轉
注
は
假
借
と
同
じ
く
、ど
ち
ら
も
元
か
ら
あ
る
字
形
の
利
用
で
あ
る
が
、

原
字
が
假
借
さ
れ
る
と
、
字
音
は
變
わ
ら
ず
た
だ
字
義
だ
け
が
變
わ
り
、
閲
讀
す

る
時
に
は
何
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
か
を
文
脈
か
ら
判
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

原
字
が
轉
注
さ
れ
る
と
、
字
の
音
と
義
と
が
ど
ち
ら
も
變
わ
る
。
故
に
閲
讀
す
る

時
に
は
そ
の
音
と
義
と
を
共
に
文
脈
か
ら
定
め
な
い
と
い
け
な
い
。

そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
「
一
形
多
讀
」
の
字
の
不
確
定
性
を
克
服
す
る
た
め
に
、

原
字
と
轉
注
字
を
分
化
さ
せ
る
方
法
と
し
て
、
氏
は
、「
異
體
・
點
畫
の
追
加
・

意
符
の
追
加
・
聲
符
の
追
加
」
が
利
用
さ
れ
た
と
述
べ
る
。

氏
は
最
後
に
、
古
代
の
文
字
學
者
は
一
字
多
義
を
引
伸
と
言
っ
た
が
、
假
借
義

は
引
伸
義
と
別
で
あ
り
さ
ら
に
轉
注
義
が
あ
る
と
結
ぶ
。

（
村
上
幸
造
）

「
豊
豐
辨
」
／
「
豊
豐
再
辨
」

漢
代
の
隷
書
に
あ
っ
て
、
字
形
が
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
混
交
し
て
使
用
さ

れ
る
に
至
っ
た
豊
豐
の
二
字
の
區
別
を
説
く
「
豊
豐
辨
」（『
古
文
字
研
究
』
第

一
二
輯
、
一
九
八
六
年
）、
並
び
に
「
豊
豐
再
辨
」（『
古
文
字
研
究
』
第
三
二
輯
、

二
〇
一
八
年
）
で
あ
る
（
何
れ
も
『
林

文
集
・
文
字
巻
』
に
所
収
）。
論
者
の

林

は
、
漢
代
の
隷
書
の
例
を
あ
げ
て
、
以
下
の
よ
う
に
問
題
提
起
を
す
る
。

豊
豐
二
字
の
字
音
と
字
義
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
が
、
字
形
が
近
い
た
め
、

漢
隷
で
は
二
つ
が
互
い
に
混
じ
り
あ
う
例
が
あ
る
。
華
山
廟
碑
で
は
「
禮
祀
は
豊

か
に
備
わ
る
」
の
、
豐
を
豊
に
作
り
、
孔
宙
碑
で
も
「
豊
年
多
黍
」
の
豐
を
豊
に

作
る
。
一
方
で
、
桐
柏
廟
碑
の
「
處
正
好
𥜪
」
の
禮
は
𥜪
に
作
り
、
孔
和
碑
で
も

「
廟
有
𥜪
器
」の
禮
は
𥜪
に
作
る
。
同
じ
書
き
手
に
よ
っ
て
言
え
ば
、夏
承
碑
の「
進

退
以
𥜪
」
の
禮
は
𥜪
に
作
り
，「
名
豊
其
爵
」
の
豐
は
豊
に
作
っ
て
、
豊
豐
の
上

部
に
差
異
が
あ
る
。
し
か
し
史
晨
奏
銘
の
「
以
祈
豊
穰
」
の
豐
は
豊
に
作
っ
て
、

夏
承
碑
の
禮
字
の
豊
に
從
う
書
法
と
ま
た
完
全
に
一
致
す
る
。『
佩

』
に
「
蔡

中
郎
は
豊
を
豐
と
同
じ
と
す
る
」
と
云
う
の
は
、
漢
代
の
有
名
な
學
者
が
豊
豐
を

弁
別
し
な
か
っ
た
明
ら
か
な
証
拠
と
な
る
。

さ
ら
に
、
劉
心
源
が
『
奇
觚
室
吉
金
文
述
』
に
お
い
て
、
両
字
が
篆
書
に
あ
っ

て
も
區
別
な
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
言
い
表
し
て
以
来
、
古
文
字
学
家
の
多

く
が
そ
の
説
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
擧
げ
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
豊
豐
の
二
字

の
字
源
が
異
な
る
こ
と
を
説
き
進
め
て
い
る
。

ま
ず
『
説
文
解
字
』
の
豊
〔

〕
は
、
卷
五
・
豊
部
に
あ
つ
て
、「
行
禮
の
器
。

豆
に
從
う
、
象
形
。
凡
て
豊
の
屬
は
皆
な
豊
に
從
う
。
讀
み
は
禮
と
同
じ
。
盧
啓
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（ryo-kei

）
の
切
」
と
あ
る
こ
と
を
言
い
、
続
い
て　

豐
〔

〕
は
、
卷
五
・
豐

部
に
あ
っ
て
「
豆
の
豐
滿
な
も
の
。
豆
に
從
う
、象
形
。
敷
戎
（hu

―jyu

）
の
切
」

と
あ
る
こ
と
を
示
し
た
後
、
許
愼
の
説
は
誤
っ
て
お
り
、
両
字
は
と
も
に
「
豆
に

從
う
」
の
で
は
な
く
、「

に
従
う
」
字
で
あ
る
と
言
う
。
た
だ
、
許
愼
は
両
字

が
「
豆
に
從
う
」
と
は
言
う
も
の
の
、
両
字
を
明
確
に
區
別
し
て
い
る
こ
と
を
擧

げ
、
こ
れ
を
端
緒
と
し
て
、
両
字
の
起
源
が
異
な
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
と
言

う
。甲

骨
・
金
文
中
に
は
、「
珏
に
從
い
、

に
従
う
」
豊
〔

〕
字
〔

〕
が
見

え
る
と
論
者
は
言
う
。
甲
骨
文
の
「

」
の
上
に
は
兩
串
の
「
玉
」
を
盛
る
。

は
樂
器
、
玉
は
祭
儀
に
獻
薦
す
る
玉
帛
で
あ
る
。「
豊
」
字
の
下
部
は

（
鼓
）、

上
部
は
薦
玉
の
象
形
。
全
体
は

（
鼓
）
に
玉
を
盛
る
象
形
で
あ
っ
て
、
行
禮
敬

神
を
示
す
。
こ
れ
に
よ
り
、「
豊
」
は
奉
玉
を
盛
ん
に
し
て
神
祇
に
事
え
奉
ず
る

器
を
言
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
文
で
は
、
豊
邢
叔
簋
（『
集
成
』
〇
三
九
二
三

西
周
晚
期
）
の
豊
は
、

に
作
り
、
下
部
の

は
『
説
文
解
字
』
の
豊
〔

〕

に
似
か
よ
っ
た
字
形
に
変
化
し
て
、
豆
の
字
と
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
二
字
の
根
本
的
な
區
別
は
豊
字
が
珏
に
従
い
、
豐
字
が
丰
丰
に
従
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
論
が
展
開
さ
れ
る
。

豐
〔

〕
の
上
部
の
丰
は
、『
説
文
解
字
』
卷
六
・
生
部
に
「
艸
の
盛
ん
な
る

こ
と
丰
丰
た
り
。
生
に
從
う
、
上
下
達
す
る
。
敷
容
（hu

―yo

）
の
切
」
と
あ
っ

て
、「
珏
に
從
い
、

に
従
う
」
豊
〔

〕
字
と
は
っ
き
り
と
區
別
で
き
る
。
豐

字
の
上
部
は
声
符
の

で
あ
り
、「
丰
丰
然
」
と
し
た
鼓
の
音
色
を
言
う
。
甲
骨

文
の

（

）
の
左
上
は
鼓
の
飾
り
、
中
は
鼓
面
、
下
は
鼓
架
の
象
形
。
右
上
は

飾
り
物
の
あ
る
鼓
槌
、下
は
又
（
手
）
に
従
う
。
西
周
鐘
銘
の
常
用
語
に
言
う
「

々

々
」、（

鐘
で
は
「

々

々
」
三
年

鐘
で
は
「
豐
々

々
」）
の
豐
字

は

、
に
作
る
。
顯
ら
か
に

に
從
い
、豊
が
珏
に
從
う
の
と
は
同
じ
で
な
い
。

鐘
は

、
新
出
の
𡚬
鐘
は

，
傳
世
の
𡚬
鐘
は

に
作
り
、

に
從
う
こ
と

は
疑
い
な
い
。

狄
鐘
の

、
士
父
鐘
の

、

叔
旅
鐘
の

は
、

に
從
う

も
の
が
訛
變
し
て
い
る
。
ま
た
、

叔
旅
鐘
（
集
成
二
四
四
）
の
う
ち
の
一
器
の

字
は

に
作
る
。
卜
辭
中
の

と
鼓
が
通
用
す
る
例
か
ら
み
れ
ば
、
豐
と

は
同
一
字
の
簡
繁
二
體
と
思
わ
れ
る
。

に
従
う
の
は
、
擊
鼓
の
聲
が
蓬
蓬
然
た

る
を
言
い
、
丰
を
聲
符
と
す
る
。
宏
大
な
鼓
聲
の
充
盈
す
る
こ
と
か
ら
、
引
申
し

て
「
大
い
に
、
滿
つ
る
」
等
の
字
義
が
生
ま
れ
、
丰
か
ら
聲
を
得
た
も
の
の
、
遂

に
は
丰
に
代
わ
っ
て
、「
繁
茂
す
る
」
字
義
の
專
用
字
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
豐
字
の
音
義
は
豊
字
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
。

以
上
述
べ
る
と
こ
ろ
、
豊
、
豐
の
二
字
が
均
し
く

に
従
う
と
は
い
え
、
豊
が

珏
に
従
い
、
豐
が

に
従
う
の
は
、
す
で
に
先
秦
時
代
の
古
文
字
に
確
証
が
あ
り
、

豊
は
會
意
字
、
豐
は
形
声
字
で
あ
る
。
豊
、
豐
の
二
字
の
字
形
、
字
音
、
字
義
の

明
確
な
區
別
を
顧
み
ず
、
二
字
を
混
交
さ
せ
て
一
字
と
す
る
の
は
正
し
く
な
い
と

結
論
付
け
て
い
る
。

「
豊
豐
再
辨
」
は
「
豊
豐
辨
」
発
表
後
（
一
九
八
六
年
）
の
反
論
に
応
え
、
自

説
を
再
論
す
る
論
文
で
あ
る
。
た
だ
、
所
論
は
、
裘
錫
圭
が

「
豐
（

）」
は
、「

」
の
上
に
「
兩
串
の
玉
（
珏
）」
を
盛
る
大
鼓
で
あ
り
、

大
鐘
の
「
庸
」
と
連
記
さ
れ
る
大
き
な
楽
器
の
名
称
で
あ
る
。

と
す
る
説
〔
裘
錫
圭
「
甲
骨
文
中
的
幾
種
樂
器
名
稱　

釋
庸
、
豐
、

」》，『
中

華
文
史
論
叢
』
一
九
八
〇
年
第
二
輯
〕
を
「
豊
豐
辨
」
の
自
説
に
よ
っ
て
、
批
判

す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
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ま
た
、
裘
錫
圭
の
説
を
受
け
継
ぐ
李
宗
煜
が
「
豊
豐
辨
」
の
説
く
と
こ
ろ
を
批

判
し
（
李
宗
煜
「
從
豐
豐
同
形
談
商
代
的
新
酒
與
陳
釀
」、『
出
土
材
料
與
新
視
野
』

台
北
中
研
院
二
〇
一
三
年
）、「
一
形
多
用
」
の
立
場
か
ら
、

豐
（

）
は
、
玉
を
飾
っ
た
大
鼓
で
、
鼓
聲
が
宏
大
で
充
盈
す
る
と
こ
ろ
か

ら
引
申
し
て
大
、
滿
の
字
義
が
う
ま
れ
、
遂
に
は
豊
か
と
な
る
。
鐘
鼓
は
本
来
禮

樂
用
の
楽
器
で
あ
っ
た
も
の
が
、
遂
に
は
鼓
の
形
か
ら
禮
が
想
起
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
實
物
が
豐
滿
や
禮
節
を
表
示
す
る
わ
け
で
あ
る
。

と
い
う
所
説
は
表
意
的
で
あ
る
と
批
判
し
て
、
自
説
を
確
か
め
て
い
る
。

（
笠
川
直
樹
）

長
子
口
墓
不
是
微
子
墓

本
論
文
は
、「
長
子
口
」
銘
を
持
つ
青
銅
器
が
多
数
出
土
し
た
西
周
代
の
大
墓

に
つ
い
て
、
文
献
に
見
え
る
「
微
子
」
の
墓
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
た
短
編
で
あ

る
。
な
お
、
本
論
文
に
は
拓
本
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
次
図
は
『
近
出
殷

周
金
文
集
録
二
編
』
二
〇
一
を
引
用
し
た
。

当
該
の
大
墓
は
、
河
南
省
鹿
邑
県
で
一
九
九
七
年
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
墓

主
は
六
〇
歳
前
後
の
男
性
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
三
五
件
の
「
長
子
口
」
銘

の
青
銅
器
、
お
よ
び
三
件
の
「
子
口
」
銘
の
青
銅
器
が
出
土
し
た
。

当
初
の
発
掘
簡
報
で
は
、殷
墟
甲
骨
文
に
見
え
る
「
長
子
」
を
「
長
国
の
諸
侯
」

と
し
、「
長
子
口
」
の
祖
父
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
発
掘
報
告
で

は
「
長
子
口
」
を
「
長
を
氏
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、そ
の
ほ
か
の
「
長

子
」
あ
る
い
は
「
長

」
の
銘
を
も
つ
青
銅
器
も
「
長
氏
」
の
も
の
と
し
、「
長
氏
」

が
西
周
前
半
期
ま
で
存
在
し
た
と
し
た
。

一
方
、
二
〇
〇
二
年
に
は
王
恩
田
が
「
長
子
口
」
を
文
献
資
料
に
見
え
る
「
微

子
啓
」
あ
る
い
は
そ
の
弟
の
「
微
仲
衍
」
と
し
た
（
筆
者
注
：
微
子
啓
は
宋
の
初

代
諸
侯
、
微
仲
衍
は
第
二
代
）。

同
年
、
日
本
で
松
丸
道
雄
が
こ
れ
に
同
調
し
、「
長
子
口
」
を
「
微
子
啓
」
と

す
る
文
章
を
朝
日
新
聞
に
発
表
し
た
。
論
拠
と
し
た
の
は
、
1
．「
長
」
字
は
訛

誤
で
「
微
」
字
に
な
り
う
る
、
2
．『
呂
氏
春
秋
』
誠
廉
で
微
子
が
「
世
為
長
侯
、

守
殷
常
祀
」
だ
っ
た
と
す
る
の
が
「
長
国
の
侯
」
と
解
釈
で
き
る
、
3
．「
口
」

が
上
古
音
で
「
啓
」
と
同
紐
と
解
釈
で
き
る
と
い
う
三
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本

来
は
「
長
子
口
」
だ
っ
た
の
が
訛
誤
や
通
用
に
よ
り
「
微
子
啓
」
に
な
っ
た
と
す

る
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
著
者
で
あ
る
林

は
、
年
賀
状
で
松
丸
道
雄
に
対
し
て
い
く
つ
か
の

反
論
を
し
た
と
い
う
。
林

は
個
人
的
な
討
論
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
二
〇
〇
四

年
に
常
耀
華
が
松
丸
道
雄
の
主
張
を
『
中
国
文
物
報
』
に
中
国
語
訳
し
て
掲
載
し
、

さ
ら
に
高
西
省
も
同
誌
に
お
い
て
「
長
子
口
」
を
「
微
子
啓
」
と
す
る
文
章
を
発

表
し
た
た
め
、
あ
ら
た
め
て
正
式
に
自
身
の
見
解
を
発
表
し
た
と
い
う
経
緯
で
あ

る
（
筆
者
注
：
本
論
文
の
執
筆
は
二
〇
〇
四
年
だ
が
公
刊
は
二
〇
〇
五
年
）。

林

は
、
以
下
の
三
点
を
反
論
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

一
点
目
は
字
形
で
あ
る
。
王
恩
田
は
、
字
形
の
上
部
を
区
別
せ
ず
、
杖
を
持
っ




